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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２１年４月３０日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成２１

年６月２６日開催予定の第８５回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）公告方法を電子公告とし、あわせて電子公告による公告を行うことができない場合の公

告方法を定めるため、現行定款第 5条（公告方法）を変更するものであります。 

（２）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年 1 月 5日に施行され、上場会社の株式は

株式等振替制度に一斉移行（いわゆる株券電子化）されたことに伴い、関連する条文の変更

を行うものであります。 

具体的には、現行定款のうち、第 7 条（株券の発行）、第 10 条（株券の種類）および第

14 条（株主の氏名、住所等の届出）を削除し、第 9 条（単元株式数及び単元未満株券の不

発行）、第 11 条（単元未満株式についての権利）および第 13 条（株主名簿管理人）につい

て所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に係る規定について附則を設けるものであり

ます。 

 （３）経営環境の変化に対応した機動的な経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任の

明確化を図るため、現行定款のうち、第 25 条（取締役の任期）を変更し、任期を短縮する

とともに、第 31 条（代表取締役）、第 32 条（代表取締役の業務執行）および第 33 条（会

長及び副会長）を変更し、経営機構を見直すものであります。 

(財)財務会計基準機構会員



  

 （４）上記各変更に伴う条数の変更および一部表現等の整備を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更内容は、別紙のとおりです。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成２１年６月２６日（予定） 

定款変更の効力発生日        平成２１年６月２６日（予定） 

 

以  上



現行定款・変更定款案新旧対照表 

 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 定 款 案 

 

（公告方法） 

第 5条 本会社の公告は、大阪市において

発行する朝日新聞及び毎日新聞に掲載

してこれを行う。 

 

 

 

 

（株券の発行） 

第 7条 本会社は、株式に係る株券を発行

する。 

 

（自己の株式の取得） 

第 8条 （条文省略） 

 

（単元株式数及び単元未満株券の不発行）

第 9 条 本会社の単元株式数は、100 株と

する。 

2   本会社は、第７条の規定にかかわら

ず、株式取扱規則に定める場合を除き、

単元未満株式に係る株券を発行しない。

 

（株券の種類） 

第10条 本会社の発行する株券の種類は、

取締役会の決議によって定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（公告方法） 

第 5条 本会社の公告方法は、電子公告と

する。但し、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告を行う

ことができない場合は、大阪市において

発行する朝日新聞及び毎日新聞に掲載

して行う。 

 

 

 

＜本条削る＞

 

（自己の株式の取得） 

第 7条 （現行どおり） 

 

（単元株式数） 

第 8条 （第 1項 現行どおり） 

 

 

 

＜本項削る＞

 

 

 

＜本条削る＞

 

 

別紙 



現 行 定 款 変 更 定 款 案 

 

（単元未満株式についての権利） 

第 11 条 本会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元未満株

式について、次に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 

(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる

権利 

(2)株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当て及び募集新株予約権の割

当てを受ける権利 

(3)次条に定める請求をする権利 

 

（単元未満株式の買増し） 

第 12 条 （条文省略） 

 

（株主名簿管理人） 

第 13 条 本会社は、株主名簿管理人を置

く。 

2  株主名簿管理人及びその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって定め、こ

れを公告する。 

3  本会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び株

券喪失登録簿の作成並びに備置きその

他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券

喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管

理人に委託する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第 9条 本会社の株主は、その有する単元

未満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。 

 

(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる

権利 

(2)株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当て及び募集新株予約権の割

当てを受ける権利 

(3)次条に定める請求をする権利 

 

（単元未満株式の買増し） 

第 10 条 （現行どおり） 

 

（株主名簿管理人） 

第 11 条 （第 1項 現行どおり） 

 

2     （第 2項 現行どおり） 

 

 

3  本会社の株主名簿及び新株予約権原

簿の作成並びに備置きその他の株主名

簿及び新株予約権原簿に関する事務は、

株主名簿管理人に委託する。 

 

 



現 行 定 款 変 更 定 款 案 

 

（株主の氏名、住所等の届出） 

第 14 条 株主、登録株式質権者又はその

法定代理人は、その氏名、住所及び印鑑

（署名の慣習ある外国人は署名鑑）を本

会社の株主名簿管理人に届け出るもの

とする。その変更があったときもまた同

様である。 

2  外国に居住する株主、登録株式質権者

又はその法定代理人は、日本国内に仮住

所又は代理人を定め、本会社の株主名簿

管理人に届け出るものとする。その変更

があったときもまた同様である。 

3  第 1 項の規定は、前項の代理人にこれ

を準用する。 

 

（株式取扱規則） 

第 15 条 （条文省略） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供） 

第 18 条 （条文省略） 

 

（議長） 

第 19 条 株主総会の議長は、社長がこれ

に当る。 

2  社長に事故があるときは、第 17 条第 2

項の規定を準用する。 

 

（決議の要件） 

第 20 条 （条文省略） 

 

（取締役の選任） 

第 24 条 （条文省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本条削る＞

 

（株式取扱規則） 

第 12 条 （現行どおり） 

 

（株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供） 

第 15 条 （現行どおり） 

 

（議長） 

第 16 条 （第１項 現行どおり） 

 

2  社長に事故があるときは、第 14 条第 2

項の規定を準用する。 

 

（決議の要件） 

第 17 条 （現行どおり） 

 

（取締役の選任） 

第 21 条 （現行どおり） 

 

～ ～

～ ～



現 行 定 款 変 更 定 款 案 

 

（取締役の任期） 

第 25 条 取締役の任期は、選任後 2 年以

内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

2  補欠又は増員として選任された取締

役の任期は、補欠の場合は前任者の、増

員の場合は他の現任者の残任期間と同

一とする。 

 

（取締役会及びその招集通知） 

第 26 条 取締役会は、すべての取締役で

組織する。 

2  取締役会は、社長がこれを招集する。

3  社長に事故があるときは、第 17 条第 2

項の規定を準用する。 

4  取締役会の招集通知は、各取締役及び

各監査役に対し、会日の 2日前までに発

するものとする。但し、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することがで

きる。 

 

（取締役会の議長） 

第 27 条 取締役会の議長は、社長がこれ

に当る。 

2  社長に事故があるときは、第 17 条第 2

項の規定を準用する。 

 

（取締役会の権限） 

第 28 条 （条文省略） 

 

（取締役会の議事録） 

第 30 条 （条文省略） 

 

 

 

（取締役の任期） 

第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 年以

内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

2     （第 2項 現行どおり） 

 

 

 

 

（取締役会及びその招集通知） 

第 23 条 （第 1項 現行どおり） 

 

2     （第 2項 現行どおり） 

3  社長に事故があるときは、第 14 条第 2

項の規定を準用する。 

4     （第 4項 現行どおり） 

 

 

 

 

 

（取締役会の議長） 

第 24 条 （第 1項 現行どおり） 

 

2  社長に事故があるときは、第 14 条第 2

項の規定を準用する。 

 

（取締役会の権限） 

第 25 条 （現行どおり） 

 

（取締役会の議事録） 

第 27 条 （現行どおり） 

～ ～



現 行 定 款 変 更 定 款 案 

 

（代表取締役） 

第 31 条  

 

 

取締役会の決議によって、社長 1名を

置き、なお副社長、専務取締役及び常務

取締役各若干名を置くことができる。 

2  社長及び副社長は、各自本会社を代表

する。 

 

（代表取締役の業務執行） 

第 32 条 社長は、会社の業務を統括する。

 

2  副社長、専務取締役及び常務取締役

は、社長を補佐し会社の業務を執行す

る。 

3  社長に事故があるときは、あらかじめ

取締役会の決議によって定めた順序に

より、副社長中の 1 名が、社長、副社長

共に事故があるときは、あらかじめ取締

役会の決議によって定めた順序により、

専務取締役中の 1名が代理する。 

 

（会長及び副会長） 

第 33 条 取締役会の決議によって、会長

及び副会長各 1名を置くことができる。

2  会長及び副会長は、各自本会社を代表

する。 

3  会長は、会社の業務を総理し、副会長

は、会長を補佐する。 

4  会長を置いた場合には、社長は会社の

業務の執行を統括する。この場合には、

第 17 条、第 19 条、第 26 条及び第 27 条

中「社長」とあるのは「会長」と読み替

えるものとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 28 条 取締役会の決議によって、代表

取締役を選定する。 

＜本項新設＞

2  取締役会の決議によって、社長 1名を

置き、なお副社長及び常務取締役各若干

名を置くことができる。 

 ＜本項削る＞

 

（役付取締役の業務執行） 

第 29 条 社長は、本会社の業務を統括す

る。 

2  副社長及び常務取締役は、社長を補佐

し本会社の業務を執行する。 

 

3  社長に事故があるときは、あらかじめ

取締役会の決議によって定めた順序に

より他の代表取締役がその職務を代行

する。 

 

 

 

（会長） 

第 30 条 取締役会の決議によって、会長

1 名を置くことができる。 

＜本項削る＞

＜本項削る＞

2  会長を置いた場合には、第 14 条、 

第 16 条、第 23 条及び第 24 条中「社長」

とあるのは「会長」と読み替えるものと

する。 

 



現 行 定 款 変 更 定 款 案 

 

（取締役の責任免除） 

第 34 条 （条文省略） 

 

（中間配当） 

第 45 条 （条文省略） 

 

 

（取締役の責任免除） 

第 31 条 （現行どおり） 

 

（中間配当） 

第 42 条 （現行どおり） 

 

   附 則 

第１条 本会社の株券喪失登録簿の作成

及び備置きその他の株券喪失登録簿に

関する事務は、株主名簿管理人に委託す

る。 

＜本条新設＞

 

第２条 前条及び本条は、平成 22 年 1 月

5 日まで有効とし、平成 22 年 1 月 6日を

もって前条及び本条を削るものとする。

＜本条新設＞

以   上 

～ ～ 




